
登録免許税法 
 
第二章 課税標準及び税率 
（課税標準及び税率） 
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほ

か、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税

率欄に掲げる割合又は金額による。 
 
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、第十条、第十

三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十

四条、第三十四条―第三十四条の五関係） 

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定

又は技能証明の事項 
課税標準 税率 

一 （略） （略） （略） 

二 船舶の登記（船舶の信託の登記を含む。） 

（一） 所有権の保存の登記 船舶の価額 千分の四 

（二）～（四） （略） （略） （略） 

（五） 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係

る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押

えその他権利の処分の制限の登記 

債権金額又は

極度金額 
千分の四 

（六）～ （略） （略） （略） 

 


